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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の電極が形成された表面と、前記表面とは反対側の裏面と、を有する半導体チップ
と、
　前記半導体チップの外形寸法よりも小さいチップ搭載部と、
　第１主面と、前記第１主面と反対側の第２主面と、前記第１主面と前記第２主面との間
に位置する第３主面と、を有し、前記チップ搭載部の周囲に配置された複数のリードと、
　前記半導体チップの前記複数の電極と前記複数のリードとをそれぞれ電気的に接続する
複数のワイヤと、
　前記半導体チップ、前記複数のワイヤ、前記複数のリードの一部を封止する封止体と、
を含み、
　前記リードは、前記チップ搭載部から前記封止体の各辺に向かう方向に延在しており、
　前記リードの前記第１主面は、前記封止体の裏面より露出しており、
　前記ワイヤは、前記リードの前記第２主面に接続されており、
　前記リードは、前記第３主面が前記半導体チップの前記裏面と対向するように配置され
ており、
　前記リードの前記第２主面の延在方向の長さは、前記第３主面の延在方向の長さよりも
短いことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　請求項１記載の半導体装置において、
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　前記リードの前記第２主面上には、凹部や溝が形成されていないことを特徴とする半導
体装置。
【請求項３】
　請求項１記載の半導体装置において、
　前記リードの前記第１主面から前記第３主面までのリード厚が、前記第１主面から前記
第２主面までのリード厚よりも薄いことを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　請求項１記載の半導体装置において、
　前記第１主面から前記第３主面までのリード厚は、前記第１主面から前記第２主面まで
のリード厚の１／２程度であることを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
　請求項１記載の半導体装置において、
　前記リードの前記第２主面の領域は、前記第３主面の領域よりも狭く形成されているこ
とを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　請求項１記載の半導体装置において、
　前記ワイヤと前記半導体チップの前記電極とは、前記半導体チップの前記電極上に形成
されたバンプを介して接続されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項７】
　請求項１記載の半導体装置において、
　前記リードの延在方向とは直角な方向の前記第２主面の幅は、前記リードの前記第１主
面の幅よりも広いことを特徴とする半導体装置。
【請求項８】
　請求項１記載の半導体装置において、
　前記リードの延在方向とは直角な方向の前記第３主面の幅は、前記リードの前記第１主
面の幅よりも広いことを特徴とする半導体装置。
【請求項９】
　請求項１記載の半導体装置において、
　前記リードの延在方向とは直角な方向の前記第２主面の幅は、前記リードの前記第３主
面の幅よりも広いことを特徴とする半導体装置。
【請求項１０】
　請求項１記載の半導体装置において、
　前記第２主面の延在方向の長さは、前記第１主面の延在方向の長さの１／２以下である
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項１１】
　請求項１記載の半導体装置において、
　前記封止体の側面は、前記リードの前記第２主面に対して垂直方向に形成されているこ
とを特徴とする半導体装置。
【請求項１２】
　請求項１１記載の半導体装置において、
　前記リードの前記第２主面は、前記封止体の前記側面から露出していないことを特徴と
する半導体装置。
【請求項１３】
　請求項１記載の半導体装置において、前記リードの前記第３主面に、複数の窪み、又は
凹凸が形成されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項１４】
　請求項１記載の半導体装置において、前記チップ搭載部の裏面は、前記封止体から露出
していることを特徴とする半導体装置。
【請求項１５】
　複数の電極が形成された表面と、前記表面とは反対側の裏面と、を有する半導体チップ
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と、
　前記半導体チップの外形寸法よりも小さいチップ搭載部と、
　第１主面と、前記第１主面と反対側の第２主面と、を有し、前記チップ搭載部の周囲に
配置された複数のリードと、
　前記半導体チップの前記複数の電極と前記複数のリードとをそれぞれ電気的に接続する
複数のワイヤと、
　前記半導体チップ、前記複数のワイヤ、前記複数のリードの一部を封止する封止体と、
を含み、
　前記リードは、第１部分と、前記第１部分よりもリード厚が薄い第２部分と、を有し、
前記チップ搭載部から前記封止体の各辺に向かう方向に延在しており、
　前記リードの前記第１主面は、前記封止体の裏面より露出しており、
　前記ワイヤは、前記リードの前記第１部分における前記第２主面に接続されており、
　前記リードは、前記第２部分における前記第２主面が前記半導体チップの前記裏面と対
向するように配置されており、
　前記リードの前記第１部分における前記第２主面の延在方向の長さは、前記第２部分に
おける前記第２主面の延在方向の長さよりも短いことを特徴とする半導体装置。
【請求項１６】
　請求項１５記載の半導体装置において、
　前記リードの前記第１部分における前記第２主面上には、凹部や溝が形成されていない
ことを特徴とする半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置の製造技術に関し、特に、半導体装置の小型化に適用して有効な
技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の樹脂封止型半導体装置は、ダイパッド部上に接着剤により搭載された半導体素子
と、先端部がダイパッド部に対向して配列された複数のインナーリード部と、半導体素子
とインナーリード部とを接続した金属細線と、外囲を封止した封止樹脂とからなり、イン
ナーリード部の先端部は上面厚を削除した薄厚部を有しているので、ダイパッド部にアッ
プセット構造を形成しなくても、搭載した半導体素子の周縁部をインナーリード部の先端
部上面に近接させることができる（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００３－３７２１９号公報（図１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ＱＦＮ（Quad Flat Non-leaded Package) などの半導体装置では、各リードの一部が封
止体の裏面の周縁部に露出して配置され、これらが外部端子となっている。このようなＱ
ＦＮにおいて、更なる小型化・薄形化にともなってチップサイズに近いパッケージサイズ
の半導体装置が要求されている。
【０００４】
　ＱＦＮでは、一般的にインナリード（リードのワイヤ接続面）とアウタリード（リード
の実装面）が同じ長さか、インナリード（ワイヤ接続面）の方を長くしてリードの封止用
樹脂へのくい付き（抜け防止）や密着性を考慮している。
【０００５】
　この構造で、パッケージサイズをチップサイズに近づけるには、リードを短くする必要
がある。リードを短くするとアウタリードに相当するリードの実装面が短くなる。その結
果、基板実装後の端子面積が小さくなり、基板実装後の接続強度や電気的特性が低下する
という問題が起こる。
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【０００６】
　なお、前記特許文献１には、ＣＳＰ（Chip Scale Package） においてパッケージサイ
ズを変えずに可能な範囲で大きな半導体素子を搭載してパッケージ占有率を向上させる技
術についての記載はあるが、半導体チップの側面から封止体の側面までの距離に着目して
パッケージサイズをチップサイズにより近づけて半導体装置の小型化を図ることを実現す
る技術についての開示はない。
【０００７】
　本発明の目的は、パッケージサイズをチップサイズに近づけて小型化を図ることができ
る半導体装置の製造方法を提供することにある。
【０００８】
　本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面か
ら明らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、以下の
とおりである。
【００１０】
　すなわち、本発明は、複数の電極が形成された表面と、前記表面とは反対側の裏面と、
を有する半導体チップと、前記半導体チップの外形寸法よりも小さいチップ搭載部と、第
１主面と、前記第１主面と反対側の第２主面と、前記第１主面と前記第２主面との間に位
置する第３主面と、を有し、前記チップ搭載部の周囲に配置された複数のリードと、前記
半導体チップの前記複数の電極と前記複数のリードとをそれぞれ電気的に接続する複数の
ワイヤと、前記半導体チップ、前記複数のワイヤ、前記複数のリードの一部を封止する封
止体と、を含み、前記リードは、前記チップ搭載部から前記封止体の各辺に向かう方向に
延在しており、前記リードの前記第１主面は、前記封止体の裏面より露出しており、前記
ワイヤは、前記リードの前記第２主面に接続されており、前記リードは、前記第３主面が
前記半導体チップの前記裏面と対向するように配置されており、前記リードの前記第２主
面の延在方向の長さは、前記第３主面の延在方向の長さよりも短いものである。
【発明の効果】
【００１２】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明
すれば、以下のとおりである。
【００１３】
　リードのワイヤ接続面が実装面より短く形成されており、半導体チップの裏面とリード
の肉薄部とが対向するように半導体チップを搭載し、さらにワイヤボンディングにおいて
先にリードのワイヤ接続面と導電性ワイヤとを接続し、その後、導電性ワイヤと半導体チ
ップの電極とを接続することにより、リードの実装面を短くせずに、逆ボンディングによ
って半導体チップの側面と封止体の側面の距離を短くすることができる。その結果、基板
実装後の接続強度や電気的特性を低下させることなく、パッケージサイズをチップサイズ
により近づけて半導体装置の小型化を図ることが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下の実施の形態では特に必要なとき以外は同一または同様な部分の説明を原則として
繰り返さない。
【００１５】
　さらに、以下の実施の形態では便宜上その必要があるときは、複数のセクションまたは
実施の形態に分割して説明するが、特に明示した場合を除き、それらはお互いに無関係な
ものではなく、一方は他方の一部または全部の変形例、詳細、補足説明などの関係にある
。
【００１６】
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　また、以下の実施の形態において、要素の数など（個数、数値、量、範囲などを含む）
に言及する場合、特に明示した場合および原理的に明らかに特定の数に限定される場合な
どを除き、その特定の数に限定されるものではなく、特定の数以上でも以下でも良いもの
とする。
【００１７】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、実施の形態を説明
するための全図において、同一の機能を有する部材には同一の符号を付し、その繰り返し
の説明は省略する。
【００１８】
　（実施の形態１）
　図１は本発明の実施の形態１の半導体装置の構造の一例を封止体を透過して示す斜視図
、図２は図１に示す半導体装置の構造を示す断面図、図３は図１に示す半導体装置の短リ
ードタイプの構造の一例を示す断面図、図４は図１に示す半導体装置の逆ボンディングタ
イプの構造の一例を示す断面図、図５は図１に示す半導体装置のリードの構造の一例を示
す斜視図、図６および図７はそれぞれ図１に示す半導体装置の変形例のリードの構造を示
す斜視図、図８は図１に示す半導体装置の逆台形のリードの構造の一例を示す斜視図、図
９は図８に示すリードの構造を示す正面図、図１０は図１に示す半導体装置の逆台形のリ
ードの変形例の構造を示す斜視図、図１１は図１０に示すリードの構造を示す正面図、図
１２は図１に示す半導体装置の逆台形のリードの変形例の構造を示す斜視図、図１３は図
１２に示すリードの構造を示す正面図、図１４は本発明の実施の形態１の半導体装置の組
み立てに用いられるリードフレームの構造の一例を示す平面図、図１５は図１４に示すリ
ードフレームの構造を示す側面図、図１６は本発明の実施の形態１の半導体装置の組み立
てにおけるダイボンディング後の構造の一例を示す側面図、図１７は本発明の実施の形態
１の半導体装置の組み立てにおけるワイヤボンディング後の構造の一例を示す側面図、図
１８は本発明の実施の形態１の半導体装置の組み立てにおける樹脂モールディング時の構
造の一例を示す部分断面図、図１９は樹脂モールディング後の構造を示す斜視図、図２０
は本発明の実施の形態１の半導体装置の組み立てにおける個片化ダイシング時の構造の一
例を示す斜視図、図２１は図２０に示す個片化ダイシング時の構造を示す断面図、図２２
は本発明の実施の形態１の半導体装置の組み立てにおける組み立て完了後の構造の一例を
示す断面図、図２８はワイヤボンディングにおける部分拡大断面図、図２９はワイヤボン
ディング後の部分拡大断面図および部分拡大斜視図、図３０は個片モールディングによる
半導体装置の部分拡大断面図、図３１は一括モールディングによる半導体装置の部分拡大
断面図である。
【００１９】
　図１および図２に示す本実施の形態１の半導体装置は、樹脂封止型で、かつ小型の半導
体パッケージであり、封止体３の裏面３ａの周縁部に複数のリード１ａそれぞれの実装面
１ｇが露出して並べて配置されたノンリード型のものである。本実施の形態１では、前記
半導体装置の一例として、ＱＦＮ５を取り上げて説明する。なお、ＱＦＮ５は、小型の半
導体パッケージであるが、可能な限りパッケージサイズをチップサイズに近づけたもので
ある。
【００２０】
　ＱＦＮ５の構成について説明すると、その主面２ｂに半導体素子および複数のパッド（
電極）２ａを有する半導体チップ２と、半導体チップ２と接続するチップ搭載部であるタ
ブ１ｂと、実装面（第１主面）１ｇとその反対側に配置されたワイヤ接続面（第２主面）
１ｈとを有しており、かつワイヤ接続面１ｈを有する肉厚部（第１部分）１ｅと肉厚部１
ｅより厚さが薄い肉薄部（第２部分）１ｆとを備え、さらにそれぞれワイヤ接続面１ｈの
延在方向の長さが実装面１ｇより短く形成され、かつ、肉厚部１ｅにおける延在方向の長
さが肉薄部１ｆにおける延在方向の長さよりも短く形成された複数のリード１ａと、半導
体チップ２の複数のパッド２ａとこれに対応する複数のリード１ａとをそれぞれ接続する
複数の導電性ワイヤであるワイヤ４と、半導体チップ２および複数のワイヤ４を樹脂封止
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する封止体３とを有している。
【００２１】
　さらに、各リード１ａは、その実装面１ｇが封止体３の裏面３ａの周縁部に並んで配置
されているとともに、各リード１ａの肉薄部１ｆが、半導体チップ２の下部にもぐり込ん
で半導体チップ２の裏面２ｃと対向するように配置されている。
【００２２】
　このようにＱＦＮ５は、各リード１ａの肉薄部１ｆを半導体チップ２の下部にもぐり込
ませて配置することにより、封止体３の裏面３ａに露出する各リード１ａの実装面１ｇの
リード延在方向の長さ（Ｌｐ）を確保して実装時の強度を保持しつつ、半導体チップ２の
側面２ｄから封止体３の側面３ｂまでの距離（Ｌａ）を可能な限り短くしてパッケージサ
イズをチップサイズに近づけてＱＦＮ５の小型化を図るものである。
【００２３】
　したがって、各リード１ａの肉厚部１ｅのワイヤ接続面１ｈのリード延在方向の長さは
、ワイヤ４を接続するために必要な最低限の長さとし、本実施の形態１では、肉厚部１ｅ
における延在方向の長さが肉薄部１ｆにおける延在方向の長さよりも短く形成されている
。このように、距離（Ｌａ）ができるだけ短くなるようにしている。
【００２４】
　なお、本実施の形態１のＱＦＮ５は、その組み立てにおいて図１８に示すように、１枚
のリードフレーム１の複数の装置形成領域を樹脂成形金型９の１つのキャビティ９ｃで覆
って樹脂封止を行う一括モールディング方法を採用し、さらにその後ダイシングで個片化
して組み立てたものである。したがって、封止体３の側面３ｂがリード１ａの実装面１ｇ
に対してほぼ垂直に形成されるため、半導体チップ２の側面２ｄに隣接する封止体３の領
域をその高さ方向に一律に距離（Ｌａ）で形成することができ、これにより、半導体チッ
プ２の側部においてワイヤ４を配置する領域を確保しやすい構造となっている。
【００２５】
　そもそも封止体３の裏面３ａ側に露出するリード端子の長さは、ＱＦＮ５を実装する実
装基板、あるいはＪＥＩＴＡなどの規格として規定されている。このため、パッケージサ
イズの薄型化および小型化を図ろうとした場合、リード１ａのワイヤ接続面側（リード１
ａにおいてタブ１ｂと隣接する端部）が半導体チップ２（特に裏面２ｃ側の周縁部）と接
触してしまう。そこで、本実施の形態１のように、リード１ａのワイヤ接続面１ｈ側にお
いて肉薄部１ｆを形成し、半導体チップ２とリード１ａの接触を防止している。この時、
単にリード１ａを薄く形成すると、パッケージサイズの小型化に伴い、半導体チップ２の
側面２ｄから封止体３の側面３ｂまでの距離が短く、その上、１ｓｔボンディング部と2
ｎｄボンディング部の高低差が大きくなるため、急峻な角度にワイヤボンディングするこ
とになる。急峻な角度にワイヤボンディングすると、図２８に示すように、１ｓｔボンデ
ィング側において、ワイヤボンディング技術により形成されるスタッドバンプからワイヤ
４が引き出される根元部４ａに応力が集中し、前記根元部４ａ付近で断線の原因となる。
このように、断線の原因となる応力が生じないように、２ｎｄボンディング側のワイヤ接
続面１ｈは肉厚部１ｅとしてその厚みを残しておき、１ｓｔボンディング点と２ｎｄボン
ディング点の高低差を低減する。ここで、パッケージサイズを十分に小型化にしたいため
、ワイヤ接続面１ｈを有する肉厚部１ｅは、ワイヤボンディングが可能な領域（長さ）の
み設け、それ以外の領域は肉薄部１ｆとして薄く形成する。本実施の形態１では、肉厚部
１ｅの領域（長さ）が肉薄部１ｆよりも小さく（狭く）形成されている。これにより、半
導体チップ２とリード１ａの接触を抑制し、かつ、パッケージサイズの小型化を図れる。
【００２６】
　正ボンディングでワイヤ４を形成する場合、図２９に示すように、２ｎｄボンディング
側はワイヤ４を引きちぎるようにリード１ａのワイヤ接続面１ｈに圧着することから、１
ｓｔボンディング側のボンディング面積よりも大きくなる。また、１つのデバイス領域１
ｔを１つのテーパ付きのキャビディ９ｃで覆って樹脂封止する個片モールディングにより
封止体３を形成すると、図２３に示すように封止体３の側面３ｂは傾斜面となり、リード
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１ａを金型でクランプした状態で樹脂封止するため、切断しろ１ｖが形成される。このた
め、２ｎｄボンディングを打つためのワイヤ接続面１ｈの領域（長さ）Ｘが小さく（狭く
）なる。
【００２７】
　この結果、図３０に示すように２ｎｄボンディングの際、ワイヤ端部４ｂが封止体３の
側面３ｂから露出してしまい、ショート不良の原因となる。しかし、図２に示すような、
一括モールディングにより封止体３を形成すれば、封止体３の側面３ｂは、リード１ａの
ワイヤ接続面１ｈにほぼ垂直方向に形成され、かつ、リード１ａのクランプ時に形成され
る切断しろ１ｖが形成されなくなるため、図３１に示すように、２ｎｄボンディングを打
つリード１ａのワイヤ接続面１ｈの領域（長さ）Ｙが図３０に示すような個片モールディ
ングタイプよりも広く確保（Ｘ＜Ｙ）できるため、封止体３の側面３ｂから露出するとい
った問題は抑制できる。
【００２８】
　また、各リード１ａの肉薄部１ｆは、例えば、ハーフエッチング加工やプレス加工など
によって肉厚部１ｅの１／２程度の厚さに薄く形成されたものである。例えば、リードフ
レーム１（図１４参照）の厚さが、0.２ｍｍの場合、各リード１ａの肉厚部１ｅやタブ１
ｂの厚さは、0.２ｍｍとなり、肉薄部１ｆはその１／２程度の厚さとなる。これによって
、半導体チップ２の裏面２ｃとリード１ａの肉薄部１ｆとの間に樹脂を介在させて半導体
チップ２の下部にリード１ａの肉薄部１ｆをもぐり込ませることができる。
【００２９】
　なお、各リード１ａの肉薄部１ｆが半導体チップ２の裏面２ｃ側に配置されるため、タ
ブ１ｂは各リード１ａの肉薄部１ｆと干渉しないように半導体チップ２の大きさより小さ
く形成された小タブ構造のものである。
【００３０】
　ＱＦＮ５では、半導体チップ２は、その厚さと交差する平面は四角形であり、例えば、
シリコンなどによって形成され、その裏面２ｃがダイボンド材６によってタブ１ｂの主面
１ｃと接合されて固定されている。
【００３１】
　また、各リード１ａやタブ１ｂは、例えば、銅合金によって形成され、さらに、ワイヤ
４は、例えば、金線であり、封止体３は、例えば、熱硬化性のエポキシ樹脂などから成る
。
【００３２】
　図２に示すＱＦＮ５では、リード１ａの実装面１ｇのリード延在方向の長さ（Ｌｐ）は
、例えば、標準的な0.６ｍｍであり、その際、半導体チップ２の側面２ｄから封止体３の
側面３ｂまでの距離（Ｌａ）を0.３５ｍｍ程度に短くすることができる。
【００３３】
　また、図３に示す短リードタイプのＱＦＮ５のように、図２のＱＦＮ５と同様の構造に
おいてさらに短いリード１ａを採用することにより、リード１ａの長さ（Ｌｐ）を、例え
ば、0.４５ｍｍにすることができる。
【００３４】
　本実施の形態１のＱＦＮ５では、各リード１ａの薄く形成された肉薄部１ｆが、半導体
チップ２の下部にもぐり込んで配置されていることにより、各リード１ａの実装面１ｇの
リード延在方向の長さ（Ｌｐ）を確保して実装時の接続強度を保持しつつ、半導体チップ
２の側面２ｄから封止体３の側面３ｂまでの距離（Ｌａ）をできる限り短くしてパッケー
ジサイズをチップサイズに近づけ、これによって、ＱＦＮ５の小型化を図ることができる
。
【００３５】
　なお、ＱＦＮ５における半導体チップ２の側部の領域の水平方向の長さの規定としては
、例えば、リード１ａの延在方向に平行な方向のワイヤ接続面１ｈの長さを、実装面１ｇ
の同方向の長さの１／２以下にすることにより、ＱＦＮ５の小型化を図ることができる。
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あるいは、半導体チップ２の側面２ｄから封止体３の側面３ｂまでの距離（Ｌａ）を、0.
３５ｍｍ以下にすることにより、ＱＦＮ５の小型化を図ることができる。
【００３６】
　また、本実施の形態１のＱＦＮ５では、各リード１ａの肉薄部１ｆが、半導体チップ２
の下部にもぐり込んで配置されていることにより、肉薄部１ｆが肉厚部１ｅより薄く形成
されている分、封止体３の厚さを薄くしてＱＦＮ５の薄型化を図ることができる。
【００３７】
　さらに、ＱＦＮ５では、タブ１ｂが、その裏面１ｄが封止体３の裏面３ａに露出するよ
うに配置されているため、半導体チップ２から発せられる熱をタブ１ｂから外部に放散さ
せることができ、ＱＦＮ５の放熱性を向上させることができる。また、タブ１ｂが封止体
３の裏面３ａに露出しているため、実装基板への実装時にタブ１ｂをＧＮＤ接続に用いる
ことにより、ＱＦＮ５のＧＮＤ強化を図ってＧＮＤを安定化させることができる。
【００３８】
　また、タブ１ｂが封止体３の裏面３ａに露出するように配置されているため、ＱＦＮ５
の薄型化を図ることができる。
【００３９】
　次に、図４に示すＱＦＮ５の構造について説明する。
【００４０】
　図４に示すＱＦＮ５は、逆ボンディングタイプの構造のものであり、図３に示すＱＦＮ
５をチップサイズを変えることなく、さらに小型化を図るものである。
【００４１】
　図２および図３に示すＱＦＮ５では、ワイヤボンディングの際に、まず半導体チップ２
側を先に接続し、その後リード１ａ側を接続する正ボンディング方法を採用しているのに
対して、図４に示すＱＦＮ５は、ワイヤボンディングの際に、まずリード１ａ側を先に接
続し、その後半導体チップ２側を接続する逆ボンディング方法を採用している。
【００４２】
　ワイヤボンディングでは、先に接続する側（以降、１ｓｔボンディング側という）は、
被接続面に対してほぼ垂直にワイヤ４を立ち上げることができ、さらに、前記被接続面に
おいて必要とされるボンディング面積は、後に接続する側（以降、２ｎｄボンディング側
という）に比較して小さくすることが可能なため、この特性を利用してワイヤボンディン
グの際にリード１ａ側に１ｓｔボンディングを行い、これによって、リード１ａの肉厚部
１ｅにおけるワイヤ接続面１ｈの長さをワイヤボンディング技術により形成されるスタッ
ドバンプとほぼ同等の長さ（幅）にまで縮小にすることができる。また、上記で説明した
ように、ワイヤ４は１ｓｔボンディング側に形成されるスタッドバンプからリード１ａの
ワイヤ接続面１ｈにほぼ垂直方向に立ち上げる（引き出される）ため、ワイヤ４の根元部
４ａにかかる応力が、正ボンディング方法に比べて低減できる。このように、半導体チッ
プ２の側面２ｄから封止体３の側面３ｂまでの距離（Ｌａ）を最小にし、かつ、１ｓｔボ
ンディング側のワイヤ４の根元部４ａに生じる応力を低減することができる。
【００４３】
　なお、その際においても各リード１ａの実装面１ｇのリード延在方向の長さ（Ｌｐ）は
、例えば、Ｌｐ＝0.４５ｍｍを確保しており、基板実装時の接続強度は保持している。
【００４４】
　したがって、図４に示すＱＦＮ５のように、一括モールディング方法と逆ボンディング
方法を採用することにより、ＱＦＮ５における距離（Ｌａ）を最小にして図2および図3に
示す構造よりも、さらにＱＦＮ５の小型化を図ることができる。図４に示すＱＦＮ５では
、距離（Ｌａ）は、例えば、0.３０ｍｍ程度である。
【００４５】
　なお、図４に示すＱＦＮ５では、ワイヤボンディングの２ｎｄボンディング側が半導体
チップ２側であるため、２ｎｄボンディングではワイヤ４と半導体チップ２のパッド２ａ
とを接続することになる。半導体チップ２のパッド２ａの表面はアルミ層であるため、ワ
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イヤ４が金線である場合には、予めパッド２ａ上に金バンプ７を接続しておき、図４に示
すように、２ｎｄボンディングの際にこの金バンプ７にワイヤ４を接続するようにしても
よい。このように、２ｎｄボンディングでワイヤ４と半導体チップ２のアルミニウムのパ
ッド２ａとを接続するような場合には、予めパッド２ａ上に金バンプ７を接続しておき、
この金バンプ７とワイヤ４とを接続することにより、ワイヤ４とパッド２ａとの接続信頼
性をより高めることができる。
【００４６】
　ただし、パッド２ａに対して直接ワイヤ４を接続しても接続信頼性上特に問題がなけれ
ば、金バンプ７を用いずに直接ワイヤ４とパッド２ａとを接続してもよい。
【００４７】
　なお、パッド２ａ上に金バンプ７を形成する際には、ワイヤボンディング技術を利用し
たスタッドバンプ形成方法で形成することが好ましい。
【００４８】
　次に、ＱＦＮ５における種々のリード形状について説明する。図５は、図１に示すＱＦ
Ｎ５に組み込まれたリード１ａの形状の一例を示しており、肉厚部１ｅと肉薄部１ｆとか
らなり、肉厚部１ｅはワイヤ接続面（第２主面）１ｈを有している。一方、肉厚部１ｅよ
り厚さが薄い肉薄部１ｆは、段差面（第３主面）１ｉを有している。
【００４９】
　これに対して図６に示す変形例のリード１ａは、その肉薄部１ｆの段差面１ｉに、波形
状の凹凸１ｊが形成されている。これにより、リード１ａと封止用樹脂（図１８参照）８
との接触面積を増やしてリード１ａと封止用樹脂８の密着度を高めることができる。さら
に、凹凸１ｊが形成されたことにより、リード１ａの延在方向に対する封止体３からの引
き抜き強度を高めることができ、リード１ａの封止体３からの脱落を低減することができ
る。
【００５０】
　また、図７に示す変形例のリード１ａは、その肉薄部１ｆの段差面１ｉに、複数の窪み
部であるディンプル１ｋが形成されており、前記凹凸１ｊの場合と同様に、リード１ａと
封止用樹脂８との接触面積を増やしてリード１ａと封止用樹脂８の密着度を高めることが
でき、さらに、パッケージ水平方向に対する封止体３からの引き抜き強度を高めて、リー
ド１ａの封止体３からの脱落を低減することができる。
【００５１】
　また、図８～図１３に示すリード１ａは、図５、図６および図７に示すリード１ａに対
して、それぞれリード１ａの延在方向に対する直角な方向の幅を、実装面１ｇよりワイヤ
接続面１ｈまたは段差面１ｉの方が広くなるように形成したものである。すなわち、図９
、図１１および図１３に示すようにそれぞれのリード１ａが実装面１ｇに向けて幅狭にな
るように形成されており、各リード１ａの長手方向の側部の面が傾斜面１ｍとなっている
。したがって、各リード１ａの正面形状が逆台形になるように形成されており、これによ
り、リード１ａの厚さ方向に対する封止体３からの引き抜き強度を高めて、リード１ａの
封止体３からの脱落を低減することができる。
【００５２】
　前記特許文献１（特開２００３－３７２１９号公報）の構造の場合、インナーリード部
において２ｎｄボンディング点から封止体の側面の間に、樹脂とリードの密着性を向上さ
せる目的で凹部が形成されている。このため、個片モールディングにより封止体を形成し
ても、２ｎｄボンディング点から封止体の側面までの距離が十分に確保されているため、
封止体の側面から露出することはない。しかし、この構造では、よりチップサイズに近い
パッケージサイズを実現できない。
【００５３】
　これに対し、本実施の形態１ではワイヤ接続面１ｈを有する肉厚部１ｅは、ワイヤボン
ディングが可能な領域（長さ、幅）のみ設けられるため、ワイヤ接続面１ｈ上に、例えば
樹脂との密着性を向上するための凹部（溝）など形成できないことから、リード１ａの密
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着度強化のためには、図６乃至図１３に示すような構造が効果的である。また凹部（溝）
をワイヤ接続面１ｈ上に形成しない分、パッケージサイズの小型化が実現できる。
【００５４】
　次に、本実施の形態１のＱＦＮ５（半導体装置）の製造方法について説明する。
【００５５】
　まず、図１４および図１５に示すように複数のデバイス領域（装置形成領域）１ｔが区
画形成されたリードフレーム１を準備する。なお、１つのデバイス領域１ｔは、実装面１
ｇとその反対側に配置されたワイヤ接続面１ｈとを有しており、かつワイヤ接続面１ｈを
有する肉厚部１ｅと肉厚部１ｅより厚さが薄い肉薄部１ｆとを備えており、さらにそれぞ
れワイヤ接続面１ｈのリード延在方向の長さが実装面１ｇより短く形成された複数のリー
ド１ａと、複数のリード１ａの内側に配置されたチップ搭載部であるタブ１ｂとを含んで
いる。肉薄部１ｆは、ハーフエッチング加工やプレス加工によって肉厚部１ｅよりその厚
さを薄く形成したものである。
【００５６】
　また、リードフレーム１には、区画形成された複数のデバイス領域１ｔの外側の枠部１
ｕに、応力緩和用の第１スリット１ｎ、樹脂通過用の第２スリット１ｐ、フレームの反り
防止用の長スリット１ｑ、搬送用のガイド孔１ｒおよび位置決め孔１ｓがそれぞれ複数形
成されている。
【００５７】
　その後、図１６に示すようにダイボンディングを行う。ここでは、リードフレーム１の
タブ１ｂの主面１ｃ上にダイボンド材６を介して半導体チップ２を搭載し、半導体チップ
２を固着する。その際、半導体チップ２の裏面２ｃとリード１ａの肉薄部１ｆとが対向す
るように半導体チップ２をタブ１ｂに搭載する。
【００５８】
　ダイボンディング後、図１７に示すように、ワイヤボンディングを行う。すなわち、半
導体チップ２のパッド２ａとリード１ａの肉厚部１ｅのワイヤ接続面１ｈとをワイヤ４で
接続する。
【００５９】
　その際、図４に示すような逆ボンディングを採用する場合には、まず、先にリード１ａ
の肉厚部１ｅのワイヤ接続面１ｈとワイヤ４とをワイヤボンディングする。これにより、
１ｓｔボンディング側は、被接続面に対してほぼ垂直にワイヤ４を立ち上げた状態で接続
を完了できるため、リード１ａのワイヤ接続面１ｈに対してほぼ垂直にワイヤ４を立ち上
げて接続することができる。
【００６０】
　また、１ｓｔボンディング側は、２ｎｄボンディング側よりそのボンディングに必要な
面積が小さくて済むため、これにより、ワイヤ接続面１ｈにほぼ垂直にワイヤ４を立ち上
げることができるとともに、リード１ａの肉厚部１ｅのワイヤ接続面１ｈを最小にするこ
とができ、さらにこのワイヤ接続面１ｈにほぼ垂直にワイヤ４を立ち上げることができる
ため、半導体チップ２の側面２ｄから封止体３の側面３ｂまでの距離（Ｌａ）を最小とし
、かつ、１ｓｔボンディング側のワイヤ４の根元部４ａに生じる応力を低減することがで
きる。
【００６１】
　１ｓｔボンディング終了後、ワイヤ４と半導体チップ２のパッド２ａとを接続する２ｎ
ｄボンディングを行う。その際、ワイヤ４と、半導体チップ２のパッド２ａ上に予め接続
された金バンプ７とを接続する。ただし、金バンプ７は、必ずしも用いなくてもよい。
【００６２】
　なお、ワイヤボンディングとして、正ボンディング、すなわち半導体チップ２側を１ｓ
ｔボンディングしてリード１ａ側を２ｎｄボンディングする場合には、図３に示すように
、まず、１ｓｔボンディングとして半導体チップ２のパッド２ａとワイヤ４とを接続し、
その後、２ｎｄボンディングとしてリード１ａの肉厚部１ｅのワイヤ接続面１ｈとワイヤ
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４とを接続する。
【００６３】
　ワイヤボンディング終了後、樹脂モールディングを行う。すなわち、封止体３の裏面３
ａの周縁部に複数のリード１ａそれぞれの実装面（第１の主面）１ｇが露出するように半
導体チップ２と複数のワイヤ４を樹脂封止して封止体３を形成する。タブ露出構造の場合
には、封止体３の裏面３ａにタブ１ｂも露出するように樹脂封止する。
【００６４】
　本実施の形態１では、樹脂封止工程で、リードフレーム１上に区画形成された複数のデ
バイス領域（装置形成領域）１ｔを樹脂成形金型の１つのキャビティで覆って前記樹脂封
止を行う一括モールディング方法で樹脂封止する。その際、図１８に示すように、樹脂成
形金型９の上型９ａの金型面９ｄ上にリードフレーム１を配置し、リードフレーム１上に
区画形成された複数のデバイス領域１ｔを所望の区画数ごとに樹脂成形金型９の上型９ａ
の複数のキャビティ９ｃそれぞれで覆って樹脂封止する。すなわち、所定数のデバイス領
域１ｔを含んだブロック単位を１つのキャビティ９ｃで覆ってブロック単位ごとに分けた
状態での一括モールディングを行う。ただし、この際、複数のリード１ａそれぞれの実装
面（第１主面）１ｇが露出するようにフィルムシート１４などを採用しリード１ａ端子面
を覆い、露出端子面へのモールド樹脂漏れを防ぐ方法が取られる。
【００６５】
　このようにブロック単位ごと分けて１つのキャビティ９ｃで覆って一括モールディング
を行うことにより、図１９に示すように、１枚のリードフレーム１上に複数に分割した一
括封止体１０を形成することができ、樹脂（例えば、熱硬化性のエポキシ樹脂）と金属（
例えば、銅合金）との熱収縮量の差によりリードフレーム１上で発生する応力を分散させ
ることができ、リードフレーム１における反りを低減することができる。
【００６６】
　樹脂封止後、リードフレーム１から複数のリード１ａそれぞれを分離して個片化を行う
。ここでは、図２０および図２１に示すように、ブレード１１を用いてダイシングによっ
て個片化を行い、これにより、図２２に示すようなＱＦＮ５の組み立て完了となる。
【００６７】
　このように本実施の形態１では、リード１ａのワイヤ接続面１ｈが実装面１ｇより短く
形成されたリードフレーム１を用い、半導体チップ２の裏面２ｃとリード１ａの肉薄部１
ｆとが対向するように半導体チップ２をタブ１ｂ上に搭載して組み立てることにより、図
２や図３に示すように、半導体チップ２の側面２ｄから封止体３の側面３ｂまでの距離（
Ｌａ）を短くすることができ、その結果、パッケージサイズをチップサイズに近づけてＱ
ＦＮ５の小型化を図ることができる。
【００６８】
　さらに、ワイヤボンディングにおいて先にリード１ａのワイヤ接続面（第２の主面）１
ｈとワイヤ４とを接続し、その後、ワイヤ４と半導体チップ２のパッド２ａとを接続（逆
ボンディング）することにより、リード１ａの実装面１ｇを短くすることなく、逆ボンデ
ィングによって図４に示すように半導体チップ２の側面２ｄと封止体３の側面３ｂの距離
（Ｌａ）をさらに短くすることができる。
【００６９】
　その結果、封止体３の裏面３ａに露出するリード１ａの実装面１ｇを短くせずにパッケ
ージサイズをよりチップサイズに近づけることが可能になり、基板実装後の接続強度や電
気的特性を低下させることなくＱＦＮ５の小型化を図ることができる。すなわち、パッケ
ージサイズをチップサイズにより近づけてＱＦＮ５の小型化を図ることが可能になる。
【００７０】
　なお、本実施の形態１で説明したように一括モールディングによって樹脂封止を行うこ
とにより、逆ボンディングを行った際には、リード１ａのワイヤ接続面１ｈにほぼ垂直に
ワイヤ４を立ち上げることができるため、一括モールディングおよびその後のダイシング
による個片化でリード１ａのワイヤ接続面１ｈ上（半導体チップ２の側部）に一律な幅で
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封止体３を形成することができ、これにより、逆ボンディングによってワイヤ接続面１ｈ
上にほぼ垂直に立ち上がったワイヤ４を十分に樹脂で覆うことができる。
【００７１】
　さらに、一括モールディングは、正ボンディング（１ｓｔボンディングを半導体チップ
２に対して行って、２ｎｄボンディングをリード１ａに対して行うワイヤボンディング）
の場合においても有効である。
【００７２】
　すなわち、一括モールディングと正ボンディングを組み合わせた場合、正ボンディング
における２ｎｄボンディングはリード１ａのワイヤ接続面１ｈに対して行うが、その際、
図２３に示すような個片モールディング（１つのデバイス領域１ｔを１つのキャビティ９
ｃで覆って樹脂封止する方法）タイプの半導体装置では、リード１ａのワイヤ接続面１ｈ
の外側端部に切断しろ１ｖが必要になるため、ワイヤ接続面１ｈが狭くなり、２ｎｄボン
ディング側のボンディング条件が厳しくなる。これに対して一括モールディングでは、図
２２に示すようにリード１ａのワイヤ接続面１ｈが外側端部ぎりぎりまで樹脂で覆われる
ため、リード１ａのワイヤ接続面１ｈに対する２ｎｄボンディング側のボンディング条件
に余裕ができる。
【００７３】
　したがって、一括モールディングは、ワイヤ接続面１ｈが小さなリード１ａに対して非
常に有効であるとともに、正ボンディングまたは逆ボンディングに対しても非常に有効で
ある。
【００７４】
　（実施の形態２）
　図２３は本発明の実施の形態２の半導体装置の構造の一例を示す断面図、図２４は本発
明の実施の形態２の半導体装置の組み立てにおける個片化切断時の構造の一例を示す断面
図である。
【００７５】
　本実施の形態２の半導体装置は、実施の形態１のＱＦＮ５と同様に、パッケージサイズ
をチップサイズに近づけたＱＦＮ１２であるが、樹脂封止工程で個片モールディングが行
われ、さらに、個片化工程で図２４に示すような切断金型１３を用いて切断が行われて個
片化された半導体装置である。
【００７６】
　すなわち、図２３に示すＱＦＮ１２は、実施の形態１のＱＦＮ５と同様にそれぞれに肉
薄部１ｆと肉厚部１ｅを有する複数のリード１ａを有しており、かつ半導体チップ２の裏
面２ｃと各リード１ａの肉薄部１ｆとが対向して配置され、各リード１ａの肉薄部１ｆを
半導体チップ２の裏面２ｃ側にもぐり込ませたことにより、半導体チップ２の側面２ｄと
封止体３の側面３ｂとの距離を短くするとともに、ワイヤボンディングで逆ボンディング
を行ってパッケージサイズをチップサイズに近づけてその小型化を図ることができる。
【００７７】
　ＱＦＮ１２の組み立てでは、ワイヤボンディングの際に、１ｓｔボンディングとしてリ
ード１ａの肉厚部１ｅのワイヤ接続面１ｈにワイヤ４を接続し、その後、２ｎｄボンディ
ングとして半導体チップ２のパッド２ａにワイヤ４を接続する逆ボンディングを行う。さ
らに、ワイヤボンディング後、個片モールディングによって樹脂封止を行って封止体３を
形成する。
【００７８】
　実施の形態１では、逆ボンディングによりワイヤボンディングした後、一括モールド方
法により封止体３を形成したＱＦＮ５について説明したが、上記したように、逆ボンディ
ングによりワイヤボンディングを行うと、半導体チップ２の側面２ｄから封止体３の側面
３ｂまでの距離（Ｌａ）を低減できる。言い換えると、個片モールディングにより切断し
ろ１ｖや封止体３の側面３ｂが傾斜面（テーパ）となるように形成されると、ワイヤ接続
面１ｈの長さ（幅）が短くなるが、逆ボンディングによるワイヤボンディングの場合、１
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ｓｔボンディング側のボンディング面積を２ｎｄ側のボンディング面積よりも低減できる
ため、個片モールディングにより形成された封止体３の側面３ｂから半導体チップ２の側
面２ｄまでの距離が狭くなっても、封止体３の側面３ｂからワイヤ４が露出することなく
形成できる。
【００７９】
　樹脂封止工程後、個片化工程で、図２４に示す切断金型１３を用いて個片化を行う。そ
の際、切断金型１３の上型１３ａと下型１３ｂによってリードフレーム１を挟持し、切断
刃１３ｃによってリード切断を行う。なお、下型１３ｂの支持部１３ｆでリードフレーム
１を支持する箇所の先端の幅は、0.１ｍｍ程度であり、したがって、図２３に示す各リー
ド１ａの切断しろ１ｖも0.１ｍｍ程度である。
【００８０】
　リード１ａの切断では、まず、ゲートに相当する１つの角部で切断（ゲートカット）を
行う。次に、残る３箇所の角部でリード切断（ピンチカット）を行い、さらに、２方向の
うちの何れか一方の方向の辺に対応して設けられた複数のリード１ａの切断（Ｘ側のリー
ド先端カット）を行う。その後、２方向のうちの何れか他方の方向の辺に対応して設けら
れた複数のリード１ａの切断（Ｙ側のリード先端カット）を行う。すなわち、リード切断
では、４つの工程に分けてリード切断を行う。
【００８１】
　なお、切断金型１３の上型１３ａおよび下型１３ｂには、それぞれ逃げ部１３ｄ，１３
ｅが設けられている。つまり、逃げ部１３ｄ，１３ｅが設けられたことにより、上型１３
ａと封止体３、および下型１３ｂと封止体３との間にそれぞれ隙間が形成され、特にリー
ド切断時には、リード１ａや樹脂などの切断くずが下型１３ｂと封止体３との間に挟まれ
ることなく逃げ部１３ｅに落下させることができる。これにより、前記切断くずによって
封止体３に傷が形成されることを防止できる。
【００８２】
　また、上型１３ａの逃げ部１３ｄは、タブ１ｂを逃げた形状となっており、リード切断
時にリード１ａのみを押さえるように形成されている。これにより、リード切断時にはタ
ブ１ｂにはプレッシャーが付与されず、半導体チップ２へのプレッシャーの付与を避ける
ことができる。
【００８３】
　このようにしてリード切断を行い、図２３に示すＱＦＮ１２の組み立てを完了する。
【００８４】
　実施の形態２のＱＦＮ１２のように、個片モールディングを行って、その後、リード切
断による個片化を行ってもパッケージサイズをチップサイズに近づけてＱＦＮ１２の小型
化を図ることができる。
【００８５】
　以上、本発明者によってなされた発明を発明の実施の形態に基づき具体的に説明したが
、本発明は前記発明の実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲
で種々変更可能であることは言うまでもない。
【００８６】
　例えば、前記実施の形態１では、一括モールディングとして、ブロック単位ごとに分け
てそれぞれブロックごとに１つのキャビティ９ｃで複数のデバイス領域１ｔを覆って一括
モールディングを行う場合を説明したが、前記一括モールディングとしては、ブロックご
とに分けずにリードフレーム１上に形成された全てのデバイス領域１ｔを１つのキャビテ
ィ９ｃで覆って一括モールディングを行ってもよい。
【００８７】
　また、前記本実施の形態１および２では、タブ１ｂが封止体３の裏面３ａから露出する
構造について説明したが、図２５～図２７に示すように、タブ１ｂをその裏面１ｄから主
面１ｃに向ってハーフエッチングを施し、封止体３内にタブ１ｂを内蔵させてもよい。タ
ブ１ｂを封止体３に内蔵させることで、ＱＦＮ５を実装する実装基板側での配線パターン
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の引き回しできる領域が、タブ１ｂを封止体３の裏面３ａから露出する場合に比べて広く
なり、自由度を向上できる。
【産業上の利用可能性】
【００８８】
　本発明は、電子装置および半導体装置の製造技術に好適である。
【図面の簡単な説明】
【００８９】
【図１】本発明の実施の形態１の半導体装置の構造の一例を封止体を透過して示す斜視図
である。
【図２】図１に示す半導体装置の構造を示す断面図である。
【図３】図１に示す半導体装置の短リードタイプの構造の一例を示す断面図である。
【図４】図１に示す半導体装置の逆ボンディングタイプの構造の一例を示す断面図である
。
【図５】図１に示す半導体装置のリードの構造の一例を示す斜視図である。
【図６】図１に示す半導体装置の変形例のリードの構造を示す斜視図である。
【図７】図１に示す半導体装置の変形例のリードの構造を示す斜視図である。
【図８】図１に示す半導体装置の逆台形のリードの構造の一例を示す斜視図である。
【図９】図８に示すリードの構造を示す正面図である。
【図１０】図１に示す半導体装置の逆台形のリードの変形例の構造を示す斜視図である。
【図１１】図１０に示すリードの構造を示す正面図である。
【図１２】図１に示す半導体装置の逆台形のリードの変形例の構造を示す斜視図である。
【図１３】図１２に示すリードの構造を示す正面図である。
【図１４】本発明の実施の形態１の半導体装置の組み立てに用いられるリードフレームの
構造の一例を示す平面図である。
【図１５】図１４に示すリードフレームの構造を示す側面図である。
【図１６】本発明の実施の形態１の半導体装置の組み立てにおけるダイボンディング後の
構造の一例を示す側面図である。
【図１７】本発明の実施の形態１の半導体装置の組み立てにおけるワイヤボンディング後
の構造の一例を示す側面図である。
【図１８】本発明の実施の形態１の半導体装置の組み立てにおける樹脂モールディング時
の構造の一例を示す部分断面図である。
【図１９】樹脂モールディング後の構造を示す斜視図である。
【図２０】本発明の実施の形態１の半導体装置の組み立てにおける個片化ダイシング時の
構造の一例を示す斜視図である。
【図２１】図２０に示す個片化ダイシング時の構造を示す断面図である。
【図２２】本発明の実施の形態１の半導体装置の組み立てにおける組み立て完了後の構造
の一例を示す断面図である。
【図２３】本発明の実施の形態２の半導体装置の構造の一例を示す断面図である。
【図２４】本発明の実施の形態２の半導体装置の組み立てにおける個片化切断時の構造の
一例を示す断面図である。
【図２５】本発明の変形例であるタブ内蔵型のＱＦＮの構造を示す断面図である。
【図２６】本発明の変形例であるタブ内蔵型のＱＦＮの構造を示す断面図である。
【図２７】本発明の変形例であるタブ内蔵型のＱＦＮの構造を示す断面図である。
【図２８】ワイヤボンディングにおける部分拡大断面図である。
【図２９】ワイヤボンディング後の部分拡大断面図および部分拡大斜視図である。
【図３０】個片モールディングによる半導体装置の部分拡大断面図である。
【図３１】一括モールディングによる半導体装置の部分拡大断面図である。
【符号の説明】
【００９０】
　　１　リードフレーム
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　１ａ　リード
　１ｂ　タブ（チップ搭載部）
　１ｃ　主面
　１ｄ　裏面
　１ｅ　肉厚部
　１ｆ　肉薄部
　１ｇ　実装面（第１主面）
　１ｈ　ワイヤ接続面（第２主面）
　１ｉ　段差面（第３主面）
　１ｊ　凹凸
　１ｋ　ディンプル（窪み部）
　１ｍ　傾斜面
　１ｎ　第１スリット
　１ｐ　第２スリット
　１ｑ　長スリット
　１ｒ　ガイド孔
　１ｓ　位置決め孔
　１ｔ　デバイス領域（装置形成領域）
　１ｕ　枠部
　１ｖ　切断しろ
　　２　半導体チップ
　２ａ　パッド（電極）
　２ｂ　主面
　２ｃ　裏面
　２ｄ　側面
　　３　封止体
　３ａ　裏面
　３ｂ　側面
　　４　ワイヤ（導電性ワイヤ）
　４ａ　根元部
　４ｂ　ワイヤ端部
　　５　ＱＦＮ（半導体装置）
　　６　ダイボンド材
　　７　金バンプ
　　８　封止用樹脂
　　９　樹脂成形金型
　９ａ　上型
　９ｂ　下型
　９ｃ　キャビティ
　９ｄ　金型面
　１０　一括封止体
　１１　ブレード
　１２　ＱＦＮ（半導体装置）
　１３　切断金型
１３ａ　上型
１３ｂ　下型
１３ｃ　切断刃
１３ｄ，１３ｅ　逃げ部
１３ｆ　支持部
　１４　フィルムシート
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